
喜連瓜破地区

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑

所　在　地 大阪市平野区瓜破西2-10-10

電話・ＦＡＸ 電話：06-6703-9712　FAX：06-6703-9713 窓口 山本・杉本

サービス内容 　　通所介護(介護予防) 定員 25名

電話・ＦＡＸ 電話：06-6703-9712　FAX：06-6703-9713 窓口 山本・杉本

介護給付費算定に係る体制等の状況（通所介護の場合）

平野区通所介護事業者連絡会

趣味活動では季節ごと
に壁画の作成を職員や
利用者様と一緒に楽しく
作っています!!

その他にも塗り絵や小物
作り、頭の活性化にも繋
がる脳トレプリント等も

あります!!

レクリエーション活動につ
いては、職員が考えたゲー
ムを利用者様に楽しんで
頂ける内容で活動に参加

して頂けます!!

その他にも隣接する保育園か
ら園児さん達が来られ、子供
達との触れ合う機会がありま
す!!(演奏や歌・一緒にゲーム
への参加)

　個別機能訓練加算   な　し 　介護職員処遇改善加
算

  介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　時間延長体制   な　し

　提供体制強化加算   サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　口腔機能向上加算   な　し

　施設等の区分   普通規模施設 　若年性認知症受入加
算

  な　し
　入浴介助加算   あ　り 　栄養改善加算   な　し

サービス内容 　　通所介護(介護予防) 定員 25名

てんそう苑を正
面から見たとこ
ろです!!

利用者の皆様が趣味活
動やコミュニケーション等
でお過ごし頂くフロアー

になります!!

利用者様に入って頂く一般
浴槽になります!!手すりが
手の届く範囲にあり、安心
して移動し湯船に浸かって
頂く事が出来ます。

利用者様(特に車椅子を使
用されている方)に入って頂
く特浴になります!!専用の
リクライニング型の車椅子
に乗って頂き、安心して肩
まで浸かって頂く事が出来

ます。

毎年、季節ごとに遠足があります。普段の活動の中にも外出(カ
ラオケ)などもあり、楽しんで頂ける活動内容になっています!!

7 



～
～

～

～
～
～

○介護給付費算定に係る体制等の状況
　（通所介護に対する体制）

　（介護予防通所介護に対する体制）

　（通所介護及び介護予防通所介護に対する共通の体制）

平野区通所介護事業者連絡会

日常生活においても通常必要となるも
のに係る費用。
日常生活費の額及びその算定方法

喫茶代　ジュース、コーヒーなど　１杯　５０円。写真代１枚　３０円　。処置に関する衛
生材料費　実費を頂きます。

おむつ代及びその算定方法

　提供体制強化加算　サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　口腔機能向上加算 　な　し
　若年性認知症受入
　受　入　加　算　な　し 介護職員処遇改善加算 　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

1枚　100円頂きますが基本的にご持参頂きます

　栄養改善体制 　な　し
○介護給付以外のサービスに要する費用

食事に要する費用の額
及びその算定方法

食事提供費としておやつ込みで　550円

　な　し

７時間以上９時間未満

　な　し

留意事項

５時間以上７時間未満 基本的なサービス時間 10時00分 16時00分

○事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
平野区の25号線より南、中央環状線より西の地域、東住吉区　住道矢田、照ケ丘矢田、湯里

基本的なサービス時間 9時00分 16時30分

　施設等の区分 　普通規模施設 　時間延長体制

9時30分 13時30分

定休日 日曜日、年末12月31日～1月４日
留意事項 　

利用可能な時間帯
３時間以上５時間未満 基本的なサービス時間

9時00分 16時30分

食事は厨房手作りで大変好評です。理学療法士が月～水に来て機能訓練を行っています。

7 瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑　（事業所に関する事項）
事業所名 瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑 山本・杉本
所 在 地 大阪市平野区瓜破西2-10-10

電話・ＦＡＸ 電話：06-6703-9712　FAX：06-6703-9713 事業所番号
サービス内容 　　通所介護(介護予防)
ホームページ メールアドレス

アクセス 地下鉄　喜連瓜破駅より徒歩１５分

（介護サービスの内容に関する事項）

祝日

　事業所評価加算

○介護サービスを提供している日時

　入浴介助加算 　あ　り 　個別機能訓練体制 　な　し

生活機能向上活動
加算

　な　し

tensouen1234@poem.ocn.ne.jp

　複数サービス提供体制　な　し
運動機能向上体制 　あ　り

○事業所の運営に関する方針
　ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよ
う、またご利用者様の社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびにご家族様の身体的、精神的負担の軽減
を図るために、必要な日常生活上のお世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。活動の中に自然に
体操を取り入れ機能回復できています。

営業所の営業時間 平日 9時00分 16時30分
土曜 9時00分 16時30分
日曜
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